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「農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程」の一部改正

について 

 

我が国からサウジアラビア向けに輸出される水産食品については、「農林水産

物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程」（令和２年４月１日付け財

務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定）の別紙 SA-S1「サウジアラビア向け

輸出水産食品の取扱要綱」（以下「取扱要綱」という。）に基づき取り扱われてい

るところです。 

今般、サウジアラビアで施設登録を行う際に必要となる情報が追加されたこ

とから、取扱要綱について、下記のとおり改正を行いましたので、御了知の上、

関係事業者への周知等について特段の御配慮をお願いします。 

 

記 

 

１．別紙様式１（施設認定申請書様式）について、輸出品目に係る事項を追加 

２．その他、所要の改正 
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